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〔開会 午前１０時００分〕 

議長（仲明議員） おはようございます。 

 これより令和５年第４回尾鷲市議会定例会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） おはようございます。 

 議員の皆様には、令和５年第４回定例会に御出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。 

 本定例会には、議案第５２号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」をはじめとする議案１２件

を提出させていただきます。 

 何とぞよろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げ、簡単

ではございますが、本定例会の開会の挨拶とさせていただきます。 

議長（仲明議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は７名であります。よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、５番、村田幸隆議員は病気のため欠席であります。また、

９番、中里沙也加議員は育児のため欠席であります。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第１号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、７

番、内山左和子議員、８番、中村レイ議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から１２月１３日まで

の１６日間といたしたいと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月１３日ま

での１６日間と決定いたしました。 
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 次に、日程第３、議案第５２号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」から日程第１４、議案第

６３号「和解及び損害賠償の額の決定について」までの計１２議案を一括議題と

いたします。 

 ただいま議題となりました１２議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提

案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 令和５年第４回定例会の開会に当たり、議案についての説明に

先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議員各位

並びに市民の皆様の深い御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 まず、防災対策についてであります。 

 南海トラフ巨大地震が懸念されている中、近年では、全国各地で風水害や土砂

災害が頻発化、激甚化し、甚大な被害が発生しております。いつ発生するか予測

できない自然災害から身を守るために、あらゆる時期の災害への備えが必要であ

ります。本市全域での被災者ゼロを目指す市民総ぐるみの尾鷲市防災訓練につき

ましては、自助・共助の力の向上を目指していることから、「全市民参加」を目

標に掲げ、先月１５日に実施しましたところ、３４団体、約２,０００人の皆様

に御参加いただきました。 

 毎年実施しております尾鷲市防災訓練については、今後も時代のニーズに応じ

た訓練を実施していくことで、さらに醸成していきたいと考えておりますので、

今後も訓練への積極的な参加をお願いいたします。 

 次に、津波避難タワーの整備計画についてであります。 

 さきの定例会市政報告でも報告させていただいたとおり、建設場所の課題によ

り、計画の見直しとなっていた「尾鷲北エリア」につきましては、平成２７年度

に現東京大学の片田敏孝教授の監修の下実施した、避難タワーの整備候補地を抽

出する避難シミュレーションの結果を踏まえ、整備効果が大きく最適な場所とし

て「旧中京銀行尾鷲支店」の用地を選定し、同用地への設置に向けた検討を進め

ており、「尾鷲南エリア」につきましては、当初の計画どおり「旧矢浜保育園」

への設置を計画しております。 

 先日、周辺地域住民の方への説明会を開催いたしました。説明会では様々な意

見をいただき、建設に向けて構造等の設計において課題の整理など慎重に進めて
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まいりたいと考えております。 

 この避難タワーを整備することにより、逃げ遅れた方が一時避難することが可

能となることから、大変減災効果の高い事業であると確信しておりますので、改

めて市民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、農業振興についてであります。 

 本市では、昨年度から第１次産業の分野において、環境負荷を軽減しながら持

続可能な食料システムを構築していく国の「みどりの食料システム戦略」に基づ

き、「尾鷲市有機農業産地づくり事業」に取り組んでおります。今年度は、これ

まで専門家に有機農法の技術を指導していただき、先月には、最初の試みとして

有機農業に取り組んでいる農業者の地元農産物を学校給食に提供いたしました。

今回は、特産である甘夏の果汁を使用した甘夏ゼリーとブルーベリーでしたが、

今後、冬野菜につきましても予定しており、食育を通して本市における有機農業

産地づくりへの地元からの理解を増幅させていくとともに、地元で育てられた有

機農産物の消費拡大を進めてまいります。 

 また、これまで５月に開催されました「尾鷲旬のコツまみバル」や、先月開催

されました「関西三重県人会」などで、有機栽培の甘夏ジュースをベースとした

カクテルなどのＰＲ試飲も行い、大変好評を得たと実感しました。市内外に本市

の有機農産地づくりの取組をなお一層浸透してまいりたいと考えております。 

 この流れに乗り、今後さらに有機農業の生産から消費まで市町村が地域ぐるみ

でその取組を進めていることが認定される「オーガニックビレッジ」宣言を、来

年１月２０日に開催の「ファーマーズマルシェｉｎＯＷＡＳＥ」において行うこ

とを予定しております。この宣言は県内の自治体で初めてであり、全国に本市が

有機農業産地であることのメッセージを力強く発信してまいります。この「オー

ガニックビレッジ宣言」を本市のゼロカーボンシティ宣言と組み合わせて活用し、

さらには、生物多様性の回復などの取組にも連動させていくことで、本市の農産

物が一層の付加価値をつけ、生産だけでなく市内外への流通までのいわゆる６次

産業化を目指し模索していきたいと考えております。 

 次に、本市では、昨年３月１日に「尾鷲市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、

２０５０年のカーボンニュートラルの実現を目指し、森林での二酸化炭素吸収、

再生エネルギーの導入による「脱炭素」と、環境の取組や自然体験などを生かし

た「教育」を柱に取り組んでおります。その取組のうち、二酸化炭素等の排出削

減量や吸収量をカーボンクレジットとして国が認証する「Ｊ－クレジット」の取
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得に向けて、まずは九鬼町の市有林「みんなの森」などで申請手続を行っている

ところであります。来年秋頃には、その第１弾となるクレジットが認証される予

定で、以降、市有林での申請面積を順次拡大しながら取得量を増やし、令和８年

度までに最大１万トン程度の二酸化炭素等の吸収量のクレジット化を進めていこ

うと考えております。 

 取得したＪ－クレジットは、本市の基幹産業である林業に新たな環境価値を付

加し、カーボンニュートラルが義務となる企業等に販売していくことで、環境課

題の解決につながる森林整備を進める財源とし、活用してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、この取組を通じて、今月１４日に設立されました「一般社団法人Ｌｏｃ

ａｌ（ローカル） Ｃｏｏｐ（コープ）尾鷲」を中核組織とし、本市の第１次産

業の生産量の増大、生産性の向上、交流人口、関係人口の創出につながる仕組み

づくりを鋭意検討しながら、ゼロカーボンシティの実現を軸とした本市の地方創

生につなげてまいりたいと考えております。 

 なお、このたび、協定を結んでいる企業の一つである三ッ輪ホールディングス

株式会社から、この「Ｌｏｃａｌ Ｃｏｏｐ尾鷲」を通した「みんなの森プロジ

ェクト事業」に対し、企業版ふるさと納税での御寄附を賜り、本定例会にて補正

予算計上をさせていただきましたことを報告申し上げ、この場をお借りしまして、

三ッ輪ホールディングス株式会社に御礼申し上げます。 

 次に、第３１回バイブズミーティングについてであります。 

 今月３日から５日までの日程で、中部電力尾鷲三田火力発電所跡地を特設会場

とし、「第３１回バイブズミーティング三重」が開催されました。開催期間中は

晴天にも恵まれ、全国各地からハーレーに乗るバイカーが本市に集い、互いの親

睦を深め、さらには、飲食・物販ブースでは、バイカーだけではなく、市民の皆

様をはじめ、県内外からの多くの来場者で大いににぎわいました。その結果、約

２万５,０００人の来場者数となり、本イベント開催に伴う直接的及び間接的経

済波及効果は大変大きな額になるものと推計されます。これもひとえに、市民の

皆様をはじめ、関係者の皆様の御理解と御協力があってこそだと、この場をお借

りし、厚く御礼申し上げます。 

 今回のイベントを通じて、本市はもとより東紀州地域を知っていただくよい機

会になったと思っております。この経験を生かし、集客交流人口の拡大による地

域経済の活性化に結びつけていけるよう、積極的に取り組んでまいります。また、
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今回のイベントにおいて、インディアンモーターサイクルライダーズ・ジャパン

設立２周年を記念し出展されました「ポラリスジャパン株式会社」より、当イベ

ントを通じ、児童虐待防止への募金活動により集まった募金を全額本市に御寄附

いただきました。 

 なお、本寄附金につきましては、本定例会に補正予算計上し、当募金の趣旨に

のっとり、本市での児童虐待防止の取組や、子供の発達支援に活用させていただ

く予定であります。 

 次に、商工振興についてであります。 

 コロナ禍により「エネルギー・食料品価格等の物価高騰」の影響を受けた事業

者を支援するとともに、市内の消費拡大を促し、市内経済の活性化を図ることを

目的として７月から販売しておりました、「尾鷲市プレミアム付商品券」につき

ましては、９月２９日に販売を終了し、総販売額２億２,５５０万円を売り上げ、

総額２億９,３１５万円の経済効果が見込まれます。御購入いただきました市民

の皆様におかれましては、御利用期間が１２月３１日までとなっておりますので、

忘れずに御利用いただきたくお願い申し上げます。 

 また、同時に開催しております「おわせよいとこスタンプ」につきましても、

１２月３１日までスタンプ２倍キャンペーンを実施していただいておりますので、

この機会にぜひ御活用ください。 

 次に、集客交流についてであります。 

 「第３６回全国尾鷲節コンクール」、「第１８回おわせ海・山ツーデーウォー

ク」など、今月には大きなイベントを開催し、市内外から多くの方々に御参加い

ただき、成功裏に収めることができました。これらイベントは、参加者の皆様だ

けではなく、実行委員会をはじめ、関係機関やボランティアスタッフの皆様には、

大変御尽力いただきましたこと、この場をお借りして心より御礼申し上げます。 

 また、来月初めより来年２月末までの期間において、第３７回目を迎えます

「尾鷲磯釣大会」を開催いたします。本大会は、尾鷲市観光釣協会の主催により、

尾鷲の各磯における釣果を競っていただくもので、尾鷲ならではの釣りを存分に

満喫していただきたく、多くの釣りファンの皆様の御参加をお待ちしております。 

 そして、１２月１６日土曜日には、尾鷲魚市場において、尾鷲港産地協議会の

主催による「第１０回おわせ魚まつり」を開催する予定です。コロナ禍による影

響で４年ぶりとなり、当日は尾鷲イタダキ市も開催いたしますので、たくさんの

方に御来場いただき、いま一度、尾鷲の魚を食べてもらう機会となればと考えて



－９－ 

おります。 

 次に、ふるさと納税事業についてであります。 

 ふるさと納税制度については、令和５年１０月１日以降、国の制度改正に伴い、

ふるさと納税に係る経費のルールが厳格化され、必ず５割以下に収めること、そ

して、肉や米など一部返礼品の取扱いが終了することとなり、返礼品の寄附額を

値上げする動きが各自治体で起きております。本市におきましては、制度改正に

よる寄附設定額の変更は行わず、これまでとおり御利用していただくこととなっ

ております。 

 これらのことから、本年９月には制度改正前に駆け込み寄附が見られ、９月末

までの寄附申請は前年比２００％を超え、寄附件数は１万８,１９９件、寄附金

額２億５,５３０万３,０００円の申込みがありました。また、本市を末永く応援

していただき、ふるさと納税からつながる関係人口づくりのイベントとして、

「尾鷲市感謝企画おわせのひるごはんできたでー」を先月２８日、２９日に東京

日本橋三重テラスで実施し、首都圏の寄附者の皆様に返礼品で作った尾鷲らしい

昼食を提供することで、参加された皆様から大変御好評をいただいたところであ

ります。今後もこのような取組を通じて、さらなる関係人口の創出につなげ、共

感していただけるよう力強く推進してまいります。 

 次に、多目的スポーツフィールド整備事業についてであります。 

 本事業で整備を進めております「国市浜公園」につきましては、先月、測量・

基本設計・実施設計業務が完了し、先日開催の行政常任委員会で公園全体の内容

や野球場の設計詳細等について報告させていただきました。現在、完成した設計

を基に最終的な整備内容の精査・積算を進めております。また、本年第３回定例

会でお認めいただきました「国市浜公園野球場造成工事」につきましては、今月

７日に契約を締結し、造成工事に着手いたしました。本年度中に野球場部分の造

成工事を完了し、令和６年度より野球場建設から順次工事を実施していく予定で

あり、令和７年度中に野球場の完成を目指したいと考えております。 

 次に、国市浜公園整備に係る避難路の整備についてであります。 

 国市浜公園への来場者への避難の在り方としては、基本的には一刻も早く敷地

外へ避難することを前提とした「避難路」整備の検討を進めており、先日開催の

行政常任委員会で歩道橋を架設する案を候補として検討を進めることを報告させ

ていただきました。これら二つの事業につきまして、今後も段階的に経過等をお

示しさせていただきながら、円滑な「国市浜公園」の整備に向け、国、県、関係
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団体等との連携調整を図りながら取組を進めてまいりますので、皆様の御理解と

御協力をお願いします。本整備により、市民の皆様への安全・安心で快適なスポ

ーツやレクリエーション環境の提供とともに、スポーツ振興と健康増進を推進し

てまいります。 

 次に、中央公民館及び体育文化会館の耐震・長寿命化の対策についてでありま

す。 

 これまで、耐震補強工事と長寿命化改修を検討しておりました中央公民館と、

耐震診断の結果、本年２月８日から使用が中止となり、市民の皆様に大変御不便

をおかけいたしております体育文化会館の整備方針につきましては、先日開催の

行政常任委員会において、庁舎別館も同様の課題を抱えており、また、公共施設

を集約・複合化することにより有利な財源の活用が見込まれることから、３施設

の機能の集約・複合化を含めて総合的に検討していることを報告させていただき

ました。 

 今後につきましては、令和６年度に設計業務の実施、令和７年度からの中央公

民館及び体育文化会館の耐震・長寿命化の改修工事を行い、併せて両施設へ庁舎

別館機能の集約・複合化を行い、令和８年度中の完成を目指したく、本定例会に

おいて設計業務の発注に向けた支援業務委託の補正予算を計上させていただきま

した。市民の皆様への多種多様な学習機会の提供及び教養と健康づくりを推進す

るため、安全で、かつ安心して生涯学習活動を行う拠点施設を整備してまいりま

すので、工事完成までの間、御不便をおかけいたしますが、御理解と御協力をお

願いいたします。 

 次に、水道事業についてであります。 

 去る今月２日に「尾鷲市水道料金等審議会」から水道料金の改定についての答

申をいただきました。答申の内容につきましては、水道事業の現状は、過疎・高

齢化による使用水量の減少が続く中、経常経費の低減等に努めているものの、近

年の状況は、大口需要企業の撤退や社会情勢の不安定な折、燃料価格の高騰に伴

う動力費、材料費等の値上げなどは、これらの経営努力をはるかに上回るもので

あること。加えて、県内各市、近隣市町の状況を踏まえた結果、令和６年４月検

針の３月使用分からの水道料金について、平均３４.６％の引上げはやむを得な

いとする内容の勧告でありました。短い期間に集中的に議論していただきました

審議会の服部会長をはじめ、委員の皆様に深く感謝を申し上げます。 

 本市といたしましては、答申内容を慎重に検討した結果、その答申を尊重し、
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本定例会に尾鷲市水道事業給水条例の一部を改正する条例案を提出させていただ

きました。今後も、安全で良質な水の安定供給に努めるとともに、水道事業経営

を中長期的に分析した経営戦略に基づき、安定経営に取り組んでまいります。 

 それでは、今回提案しております議案第５２号「職員の給与に関する条例及び

尾鷲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」から議案

第６３号「和解及び損害賠償の額の決定について」までの１２議案について説明

いたします。 

 議案書の１ページを御覧ください。 

 議案第５２号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部改正について」につきましては、初任給及び若年層の給料

表の水準の引上げ、賞与の支給月数を０.１月分引き上げることなど、国の人事

院勧告がなされたことから、これらを準拠して所要の改正を行うため、関係する

条例の一部を改正するものであります。 

 次に、２３ページの議案第５３号「尾鷲市手数料徴収条例の一部改正について」

につきましては、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、市の窓口において戸

籍謄本等の交付が本籍地以外で交付可能となる交付事務などが新たに追加される

ことから、これらに伴う手数料に係る条例の一部を改正するものであります。 

 次に、２６ページの議案第５４号「尾鷲市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」につきましては、

「子ども・子育て支援法」の規定に基づく「特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・

子育て支援法施行規則」の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでありま

す。 

 次に、２８ページの議案第５５号「尾鷲市墓地公園使用条例の一部改正につい

て」につきましては、小原野墓園の使用を令和６年４月から開始することに伴い、

同施設の所在地及び使用料の規定並びに減免の規定を追加するため、条例の一部

を改正するものであります。 

 次に、３０ページの議案第５６号「尾鷲市営住宅条例の一部改正について」に

つきましては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一

部を改正する法律」が公布され、「接触禁止令」等の用語が定義されたことから、

同法の規定を引用している市営住宅入居者の資格条件に係る条例の一部を改正す

るものであります。 
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 次に、３２ページの議案第５７号「尾鷲市水道事業給水条例の一部改正につい

て」につきましては、水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省へ移管さ

れることに伴う条文の整備と、水道料金等審議会の答申を受け、必要な財源を確

保し、経営基盤の強化を図ることを目的に水道料金の額を引き上げるため、条例

の一部を改正するものであります。 

 次に、３４ページの議案第５８号「令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第６

号）の議決について」から、３８ページの議案第６２号「令和５年度尾鷲市水道

事業会計補正予算（第１号）の議決について」までの５議案について、一括して

説明いたします。 

 お手元に配付の「一般会計補正予算（第６号）主要事項説明」の１ページを御

覧ください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で３億１,７

０４万８,０００円を追加し、国民健康保険事業会計で６,２０８万５,０００円、

後期高齢者医療事業会計で６４万５,０００円をそれぞれ追加、また、病院事業

会計では、歳入で１億１,２２９万８,０００円、歳出で３,５９５万４,０００円

をそれぞれ減額、水道事業会計では、歳入で３１万７,０００円を減額、歳出で

１８２万３,０００円を追加し、これにより各会計を含めた予算総額を２０２億

２,３７５万円とするものであります。 

 まず、一般会計から説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。 

 歳入の主なものについて説明いたします。 

 １４款、国庫支出金１,７０７万５,０００円の増額は、利用者の増加等による

障害者自立支援給付費等国庫負担金７３９万６,０００円の増額、住基及び戸籍

システムの改修に対する社会保障・税番号制度システム整備費補助金８６９万１,

０００円の追加が主なものであります。 

 １５款、県支出金４８９万１,０００円の増額は、利用者の増加等による三重

県障害者自立支援給付費等負担金２４４万２,０００円、及び子ども医療費補助

金１５５万５,０００円のそれぞれ増額が主なものであります。 

 １７款、寄附金１億９,８２２万５,０００円の増額は、ふるさと応援寄附金の

増加見込みに伴う１億５,０００万円の増額、また、保健費寄附金として１法人

から８２万２,０００円、林業振興事業寄附金として一般財団法人尾鷲みどりの

協会から２,２３０万円、みんなの森プロジェクト事業に対する地方創生応援寄
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附金として１法人から２,５００万円、児童福祉寄附金として１法人から１０万

３,０００円の御寄附をいただいたものであります。 

 １８款、繰入金６,７７０万円の増額は、今回の補正財源として財政調整基金

繰入金７,４０９万５,０００円の増額、対象事業費の減少に伴う森林環境譲与税

基金繰入金６３９万５,０００円の減額であります。 

 ２０款、諸収入２,９１５万７,０００円の増額は、紀北広域連合負担金前年度

精算金の追加であります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページを御覧ください。 

 各款別の補正額は、一覧表に記載のとおりであります。 

 このうち主なものについて、次のページで説明いたします。 

 ４ページを御覧ください。 

 まず、各款共通の人件費では、一般職の報酬で、会計年度任用職員報酬８４万

９,０００円の減額、給料では、給与改定に伴う増減分として６８８万７,０００

円の増額、昇給に伴う増加分として１８７万５,０００円の増額、その他増減分

として人事異動等に伴う１,４６５万７,０００円の減額、職員手当では、制度改

正に伴う増減分として７８６万６,０００円の増額、その他増減分として人事異

動等に伴う７,０３０万５,０００円の増額、共済費では、人事異動等に伴う１１

４万１,０００円の減額であります。 

 総務費では、一般管理費の人事管理経費で、派遣職員の公舎借上料が不要にな

ったこと等により１２８万４,０００円の減額、ふるさと納税事業７,９２５万７,

０００円の増額は、ふるさと応援寄附金の増加見込みに伴うふるさと納税指定納

付事務等手数料１,６８８万８,０００円及びふるさと納税関連業務委託料６,０

００万円の増額が主なものであります。 

 財産管理費では、尾鷲みどりの基金積立金２,２３０万円、ふるさと応援基金

積立金９,０００万円、企業版ふるさと納税地方創生基金積立金１,３３６万２,

０００円のそれぞれ増額、交通安全対策費は、カーブミラー修繕料１０６万５,

０００円の増額、生活相談費は、特定空家解体工事請負費１３０万２,０００円

の減額、戸籍住民基本台帳費は、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等

に伴うシステム改修委託料９７５万２,０００円の追加であります。 

 ５ページを御覧ください。 

 民生費では、社会福祉総務費で、人事異動等に伴う職員給与費等繰出金の増加
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による国民健康保険事業特別会計繰出金２４２万９,０００円の増額であります。

自立支援給付事業の介護給付・訓練給付費では、利用者の増加等により、生活介

護事業費７６０万円、就労継続支援Ａ型事業費２３１万２,０００円、共同生活

援助事業費３９６万４,０００円、放課後等デイサービス給付費２４７万１,００

０円のそれぞれ増額、自立支援医療費は対象者の減少により５０２万４,０００

円の減額であります。子ども医療費は、助成件数の増加により、子ども医療費助

成金５４５万３,０００円の増額、後期高齢者医療費は、人事異動等に伴う人件

費の減額により、後期高齢者医療事業特別会計繰出金１５０万４,０００円の減

額、児童措置費では、保育所等事業で使用済みおむつの保管用ゴミ箱等購入費補

助金３６万３,０００円の追加、児童相談事業で寄附金を活用した児童虐待防止

に係る消耗品費１０万４,０００円の増額であります。 

 衛生費では、予防費で、新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給

付費負担金８０万２,０００円の追加、保健事業普及費では、寄附金を活用した

体成分分析装置購入費８０万円の増額が主なものであります。 

 農林水産業費では、農林振興費の環境保全型農業直接支払事業で、有機農業者

を支援するための環境保全型農業直接支払補助金６０万円の追加であります。 

 林業振興費では、三木里地区の間伐業務に係る設計変更等による森林経営管理

事業業務委託料６３９万５,０００円の減額、管理費のみんなの森プロジェクト

事業では、地方創生応援寄附金を活用した生物多様性調査業務委託料３３０万円、

Ｌｏｃａｌ Ｃｏｏｐ負担金８０２万５,０００円のそれぞれ追加が主なもので

あります。 

 ６ページを御覧ください。 

 商工費では、観光費で、夢古道の湯修繕料１７４万６,０００円の増額、消防

費では、常備消防費で、三重紀北消防組合負担金３２７万１,０００円の増額で

あります。 

 教育費では、小学校の学校管理費で、宮之上小学校浄化槽等修繕料２６４万５,

０００円の増額、文化会館費で、市民文化会館カーテンウォール窓修繕料１１９

万９,０００円の増額であります。 

 ７ページを御覧ください。 

 債務負担行為補正についてであります。 

 債務負担行為補正につきましては、「庁内ネットワークシステム構築機器借上

料」、以下、計６５件の追加であります。いずれも来年度以降における事業の円
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滑な執行を図るため、債務負担行為を設定するものであり、事項、期間及び限度

額につきましては表のとおりであります。このうち、新規事業の主なものとして、

１行目、２行目の「庁内ネットワークシステム構築機器借上料」及び「同保守業

務委託」につきましては、機器の老朽化等に伴い、庁内ネットワークシステムを

更新するものであります。 

 次に、５行目にあります「尾鷲市本庁舎等通信機器更新借上料」につきまして

も、機器の老朽化等に伴い、電話機等を更新するものであります。 

 ８ページを御覧ください。 

 このうち、下から４行目にあります「体育文化会館及び中央公民館耐震・長寿

命化設計プロポーザル設計者選定支援業務委託」につきましては、両施設の耐震

化・長寿命化整備を進めていくためのプロポーザル設計者選定支援業務でござい

ます。 

 １０ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計は６,２０８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を２１億６,７１８万４,０００円とするものであります。 

 歳入の県支出金５,８４２万３,０００円の増額は、保険給付費の増加見込みに

よる普通交付金の増額、繰入金２５６万２,０００円の増額は、職員給与費等繰

入金２４２万９,０００円及び財政調整基金繰入金１３万３,０００円のそれぞれ

増額、諸収入１１０万円の増額は、三重県後期高齢者医療広域連合から交付され

る、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業推進交付金の増額でありま

す。 

 歳出の総務費２４２万９,０００円の増額は、人事異動等に伴う人件費の増額、

保険給付費５,８４２万３,０００円の増額は、療養給付費等の増額、保健事業費

１５１万７,０００円の減額は、特別調整交付金申請支援業務委託料の皆減等に

よるものであります。基金積立金２７４万３,０００円の増額は、国保財政調整

基金積立金の増額、諸支出金７,０００円の増額は、特別交付金前年度精算金の

増額であります。 

 １１ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は６４万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を６億８,７３５万円とするものであります。 

 歳入の繰入金１５０万４,０００円の減額は、人事異動等による人件費の減額

により一般会計からの繰入金を減額するものであります。諸収入２１４万９,０
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００円の増額は、三重県後期高齢者医療広域連合から交付される高齢者の保健事

業と介護予防の一体的な実施事業推進交付金の増額であります。 

 歳出は、総務費６４万５,０００円の増額で、人事異動等による人件費の増額

が主なものでございます。 

 １２ページを御覧ください。 

 病院事業会計であります。 

 収益的収入及び支出のうち収入は、業務予定量に記載のとおり、入院患者数が

年間延べ８,３３２人の減少により、入院収益１億４,８３２万４,０００円の減

額、外来患者数が年間延べ１,８２５人の減少により、外来収益６,４１６万６,

０００円の減額となり、医業収益で２億１,２４９万円を減額するものでありま

す。 

 医業外収益は、新型コロナウイルス感染症対策補助金１億１９万２,０００円

を増額するものであります。 

 支出のうち、医業費用３,５１４万８,０００円の減額は、応援医師の減等によ

る給与費１,８６５万２,０００円の減額、患者数の減等による材料費６５４万９,

０００円の減額、燃料費、委託料、負担金の支払い実績減等による経費９９４万

７,０００円を減額するものであります。 

 医業外費用は、控除対象外消費税の減額等による８０万６,０００円の減額で

あります。 

 １３ページを御覧ください。 

 債務負担行為補正について御説明いたします。 

 １８件の追加であります。これにつきましては、来年度以降における事業の円

滑な執行のため、債務負担行為を設定するものであり、事項、期間及び限度額に

つきましては表のとおりであります。 

 １４ページを御覧ください。 

 水道事業会計であります。 

 収益的収入及び支出の収入では、営業外収益が令和４年度決算値の反映による

長期前受金戻入の減額により３１万７,０００円減額するものであります。 

 支出では、営業費用が人件費の人事院勧告準拠による増額等により１８２万３,

０００円増額するものであります。 

 続きまして、債務負担行為について御説明いたします。 

 ２件の設定であります。これにつきましては、来年度以降における事業の円滑
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な執行のため、債務負担行為を設定するものであり、事項、期間及び限度額につ

きましては表のとおりであります。 

 以上をもちまして、議案第５８号「令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第６

号）の議決について」から議案第６２号「令和５年度尾鷲市水道事業会計補正予

算（第１号）の議決について」までの５議案の説明とさせていただきます。 

 次に、議案書の３９ページを御覧ください。 

 議案第６３号「和解及び損害賠償の額の決定について」につきましては、本年

３月１３日、環境課職員が事故を起こし、相手方に負傷を負わせ、また、相手方

車両に損害を与えたもののうち、物件損害に係る和解及び損害賠償の額を定める

もので、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により議会の議

決を求めるものであります。 

 以上をもちまして、議案第５２号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」から議案第６３号「和

解及び損害賠償の額の決定について」までの１２議案の説明とさせていただきま

す。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（仲明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、会期日程表のとおり、明日１１月２９日から１２月３日までを休会とし、

４日月曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いをいたします。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

〔散会 午前１０時４２分〕 
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地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき下に署名する。 

 

 

     尾鷲市議会議長   仲        明 

 

 

     署 名 議 員   内  山  左 和 子 

 

 

     署 名 議 員   中  村  レ  イ 


